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八
街
市
で
は
、
５
月
・
11
月
・

12
月
の
３
カ
月
間
を
「
市
税
等
徴

収
強
化
月
間
」
と
し
、
市
税
と
国

民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
の
向
上

を
目
指
し
て
、
街
頭
に
お
け
る
啓

発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
５
月
中
の
主
な
活
動
】

○
財
産
調
査
の
実
施

○
多
重
債
務
者
等
を
対
象
と
し
た

　

弁
護
士
無
料
相
談
（
毎
月
）

滞
納
し
た
場
合
の
対
応

　

財
産
が
あ
る
、
ま
た
担
税
力
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
市
税
な
ど
を
滞
納
し
た
場
合

に
は
、
法
律
の
定
め
に
よ
り
、
次

の
よ
う
な
処
分
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

①
給
与
な
ど
の
照
会
・
差
し
押
さ
え

②
預
貯
金
な
ど
の
調
査
、
差
し
押

　

さ
え

③
動
産
・
不
動
産
の
調
査
、
差
し

　

押
さ
え

④
捜
索
（
※
１
）・
公
売
な
ど

⑤
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
者
へ
の

　

対
応

　

⑤
の
対
応
と
し
て
、
①
〜
④
に

加
え
、
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納

し
た
場
合
は
、
通
常
よ
り
も
有
効

期
限
の
短
い
短
期
被
保
険
者
証
の

交
付
、
さ
ら
に
滞
納
が
長
期
間
続

い
て
い
る
方
に
は
、
被
保
険
者
証

に
代
え
て
被
保
険
者
資
格
証
明
書

（
※
２
）
の
交
付
を
行
い
ま
す
。

※
１　

捜
索
と
は
、
税
の
滞
納
処

分
を
行
う
た
め
の
財
産
調
査
の
一

環
と
し
て
、
国
税
徴
収
法
に
よ
り

税
務
職
員
（
徴
税
吏
員
）
に
認
め

ら
れ
た
権
限
で
あ
り
、
滞
納
者
の

自
宅
な
ど
に
直
接
出
向
き
令
状
が

な
く
て
も
捜
索
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
税
務
職
員
が

滞
納
処
分
上
必
要
と
認
め
れ
ば
、

い
つ
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
２　

被
保
険
者
資
格
証
明
書
で

医
療
行
為
を
受
け
た
場
合
、
医
療

費
を
一
時
的
に
全
額
（
10
割
）
負

担
す
る
こ
と
と
な
り
、
受
診
後
に

保
険
給
付
（
７
割
）
を
受
け
る
場

合
は
、
国
保
年
金
課
に
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

差
押
件
数
と
換
価
の
状
況
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。

55
月
は
「
徴
収
強
化
月
間
」
で
す

月
は
「
徴
収
強
化
月
間
」
で
す

相
談
は
お
早
め
に

　

納
期
限
ま
で
に
市
税
や
国
民
健

康
保
険
税
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
早
め
に
納
税
課

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
仕
事
な
ど
で
平
日
の
業

務
時
間
内
に
納
税
相
談
や
納
付
に

来
ら
れ
な
い
方
の
た
め
に
、
日
曜

開
庁
や
夜
間
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

日
曜
開
庁
日

　

毎
月
月
末
の
日
曜
日

（
10
月
は
第
３
日
曜
日
に
な
り

　

ま
す
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

夜
間
窓
口
開
設
日

　

毎
週
火
曜
日

（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
後
５
時
15
分
〜
８
時

弁
護
士
に
よ
る
多
重
債
務
者
相
談
・

債
務
整
理
相
談
（
無
料
）
を
実
施

　

消
費
者
金
融
ロ
ー
ン
や
ク
レ
ジ

　  年度
対象 平成 29 年度 平成 30 年度平成 31 年度（令和元年度）
給  　 与 １５７ ２７９ １８５
預 貯 金 ４３４ ４０４ ３９０
生 命 保 険 ８０ ６７ ９８
不 動 産 ８３ ７１ ２８
動　  産 ３ ３ ４
そ の 他 ３２ ４１ ５３
合  　 計 ７８９ ８６５ ７５８

　  年度
対象 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度（令和元年度）
給  　 与 67,119 81,869 68,558
預 貯 金 33,407 31,811 25,210
生 命 保 険 22,263 12,083 19,058
不 動 産 18,130 6,940 1,726
動　  産 20 621 260
そ の 他 9,244 15,630 23,223
合  　 計 150,183 148,954 138,035

《差押件数》

《換価の状況》

単位：件

単位：千円

ッ
ト
な
ど
の
返
済
が
重
く
、
税
金

の
納
付
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い

方
、
借
金
が
大
き
い
た
め
個
人
再

生
・
任
意
整
理
、
自
己
破
産
な
ど

を
検
討
中
で
市
税
な
ど
を
滞
納
し

て
い
る
方
を
対
象
に
、
弁
護
士
に

よ
る
無
料
相
談
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

※
弁
護
士
に
債
務
整
理
な
ど
を
依

頼
す
る
場
合
に
は
、
個
人
負
担
が

発
生
し
ま
す
。

時
毎
月
日
曜
開
庁
日

　

午
後
２
時
〜
４
時

（
先
着
６
人
ま
で
要
予
約
）

ペ
イ
ジ
ー
収
納
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
収

納
を
開
始

　

ペ
イ
ジ
ー
に
よ
る
納
付
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ペ
イ
ジ
ー
収
納
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
・
モ
バ
イ
ル

バ
ン
キ
ン
グ
や
ペ
イ
ジ
ー
取
り
扱

い
可
能
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
収
納
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら
の
手
続
き
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
り
納
付
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
５

　

総
務
省
・
経

済
産
業
省
で
は
、

６
月
１
日
現
在

で
、  

「
工
業
統

計
調
査
」
を
県
、

市
を
通
じ
て
実

施
し
ま
す
。

　

工
業
統
計
調
査
は
、
製
造
業
を

営
む
事
業
所
を
対
象
と
し
て
、
そ

の
活
動
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
重
要
な
調
査
で
、

統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務
の
あ

る
基
幹
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
内
容
は
、
従
業
者
数
、
製

造
品
出
荷
額
、
在
庫
額
、
原
材
料

工
業
統
計
調
査
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す

工
業
統
計
調
査
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す

　

市
で
は
、
八
街
市
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
及
び
八
街
市
南
部
老
人
憩

い
の
家
の
休
館
日
や
開
館
時
間
な

ど
の
変
更
を
検
討
し
て
お
り
、
こ

れ
ら
施
設
の
管
理
・
運
営
に
つ
い

て
規
定
す
る
条
例
や
、
規
則
の
改

正
を
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意

見
を
お
伺
い
す
る
た
め
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

募
集
期
限　

５
月
９
日
㈯　

閲
覧
場
所
・
日
に
ち

・
高
齢
者
福
祉
課

（
祝
日
を
除
く
月
曜
〜
金
曜
日
）

・
市
役
所
ロ
ビ
ー

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
）

・
中
央
公
民
館
（
開
館
日
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
提
出
が
で
き
る
方

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
法

　

人
・
そ
の
他
の
団
体
が
あ
る
方

・
本
案
件
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

　

る
場
合
の
み
）、  

住
所
、
電
話

　

番
号
を
市
指
定
の
書
面
に
記
入

　

し
、
高
齢
者
福
祉
課
に
持
参
・

　

郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の

　

い
ず
れ
か
で
提
出
す
る
か
、
閲

　

覧
場
所
に
設
置
す
る
意
見
投
函

　

箱
へ
投
函
。

（
郵
送
は
５
月
９
日
㈯
必
着
）

提
出
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
３
‐
１
７
４
２

　
　

koufuku@city.yachimata.lg.jp

問
高
齢
者
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
９
１

八
街
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
八
街
市
南
部
老
人
憩
い
の

八
街
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
八
街
市
南
部
老
人
憩
い
の

家
の
休
館
日
等
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を
募
集

家
の
休
館
日
等
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
を
募
集

使
用
額
な
ど
で
す
。

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
の
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
な

ど
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

調
査
票
の
配
付
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
５
月
中
に
市
か
ら
郵
送
し
ま

す
。
回
答
方
法
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
回
答
ま
た
は
郵
送
回
答
と
な

り
ま
す
。

　

調
査
の
趣
旨
・
重
要
性
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
調
査
票
の
提
出
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
４

時

問

問

問
Eメール FAX

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


